
地方公会計の活用のあり方 

平成28年5月27日 
京都府精華町総務部財政課 
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資料２－１ 



2 出所：総務省ホームページ 



3 出所：総務省ホームページ 



精華町の財政状況 
標準財政規模 債務残高 

（一般会計） 
債務残高 
（下水道） 

基金 
残高 

平成16年度 65.3億円 318.1億円 102.8億円 58.3億円 
┇ ┇ ┇ ┇ ┇ 

平成22年度 76.1億円 219.9億円 108.6億円 35.2億円 

平成23年度 76.7億円 210.8億円 107.8億円 31.6億円 

平成24年度 77.4億円 201.6億円 105.5億円 29.9億円 

平成25年度 78.8億円 191.3億円 103.5億円 28.6億円 

平成26年度 78.3億円 183.8億円 102.6億円 32.5億円 
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公共施設等の整備状況 

5 

道路延長 

1980年 164㎞ 

1990年 165㎞ 

2000年 231㎞ 

2010年 245㎞ 

関西文化学術研究都市の開発に伴い、 
平成に入って以降、急速な人口増加と基盤
整備が進められてきた 



財政運営上の課題 
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○人口増加に比例して扶助費の急激な増加 
○多額の債務残高とその返済 
   補償金免除繰上償還を実施、ただし減債基金を全投入した 
○旧耐震建物の早期解決（全体的に資産が新しいが古いものは古い） 
○新しいとはいっても集中して整備した公共施設等の修繕第一波 
   台帳がないために修繕計画が立てられない（事後対応） 
   財政計画策定に反映ができない 
   更新・修繕と債務償還計画との整合 
○資産の整理と活用  
   資産は持っているだけでコストが発生するためスリム化 
○正確な行政コストの把握    
 



未利用地の売却実績 

年度 売却可能資産計上額 売却実績 売却原価 除売却損益 単位：百万円 

平成20年度 773 17 24 △7 

平成21年度 753 9 19 △10 

平成22年度 734 16 12 4 

平成23年度 702 24 27 △3 

平成24年度 751 138 15 123 

平成25年度 179 5 0 5 

平成26年度 186 14 10 4 
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貸借対照表 

 資産 
   （売却可能資産） 

負債 

純資産 



公共施設の統廃合 
平成23年度 保育所の統廃合 

平成24年度 町立浴場の廃止 

8 

公営企業等の廃止・民営化 
平成17年度 診療所事業の廃止（診療所特会の廃止） 

平成18年度～ 病院事業指定管理者制度の導入（以後、運営費支出はゼロ） 

平成26年度末 介護サービス事業の廃止（介護サービス事業特会の廃止） 

平成27年度末 簡易水道事業の上水道事業への統合（簡易水道特会の廃止） 



 
 
公共施設等に係る中長期的な経費の見込み 
 
公共施設等に係る経費の見込みの推計は、固定資産台帳を整備することができれば、老朽化度合いを減価
償却累計額（残存価値）によって公共施設等の現物の実態に即して算定することができます。しかし、並行し
て固定資産台帳整備を進めている現状から、計画初期段階では、一定の合理性が認められる「公共施設更
新費用試算ソフト」を用いて推計を行いました。本町が現在保有する公共施設にかかる建替え・大規模改修
費用について、上記推計条件を基に積み上げると、計画期間内の平成28年度（西暦2016年度）から平成42
年度（西暦2030年度）までの更新費用総額は138億6千万円（大規模改修：137億6千万円、建替え：1億円）、
年平均では9億2千万円（大規模改修9億1千万円、建替え：1千万円）が必要と試算されます。 
本町の直近10年間における公共施設に係る投資的経費の平均は、年間約4億6千万円であることから、試算
に基づく年更新費用と単純比較しても約半分の4億6千万円不足していることがわかります。 
 

精華町公共施設等総合管理計画から抜粋① 
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減価償却費からみる更新費用推計 
 
図表21は、改訂モデルによる減価償却費の推移を示しています。減価償却費全体では、平均約17億円で推
移していますが、道路や橋りょうのインフラ資産がその多くを占める①生活インフラ・国土保全を除くと、約9億
円が平均値となります。これは、図表17で示した計画期間内における公共施設の更新費用推計の年平均額
9億2千万円と同程度の金額になります。 
改訂モデルによる値ですが、減価償却費相当分を内部留保していけば将来の更新費用の備えになるという
ことが、将来の更新費用推計値と比較して、概ねそのとおりであることが伺えます。 
 

精華町公共施設等総合管理計画から抜粋② 
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資産老朽化比率の推計 
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改訂モデルによる比率ですが、毎年度約2.0％程度資産が老朽化しています。今後、現有施設
に追加投資をせずにそのまま減価償却を続けていくと平成42年度には73.4%となります。 



平成25年度財務書類 近畿自治体比較分析（普通会計） 

項目 精華
町 

同規模
団体平
均 

兵庫県A
町 

兵庫県B
町 

奈良県C
町 

近隣団
体平均 

京都府D
市 

京都府E
市 

京都府F
市 

人口（人） 37,318 － 31,870 34,748 32,823 － 73,172 72,359 191,267 

社会資本形成の
過去及び現世代
負担比率 

77.9％ 94.2％ 101.1％ 100.6％ 80.8％ 77.0％ 75.4％ 78.9％ 76.8％ 

社会資本形成の
将来世代負担比
率 

24.4％ 18.9％ 15.6％ 15.8％ 25.4％ 27.5％ 28.7％ 29.7％ 24.1％ 

歳入総額対資産
比率（年） 

6.74 5.18 5.40 5.76 4.40 3.90 3.41 4.97 3.32 

資産老朽化比率 42.6％ 50.3％ 45.8％ 54.0％ 51.1％ 49.4％ 54.3％ － 44.5％ 

受益者負担比率 4.8％ 4.0％ 3.9％ 3.5％ 4.5％ 5.3％ 3.7％ 7.0％ 5.0％ 

行政コスト対公共
資産比率 

13.9％ 18.3％ 18.3％ 16.3％ 20.4％ 23.4％ 24.8％ 18.1％ 27.3％ 

行政コスト対税収
等比率 

104.2
％ 

102.2％ 108.0％ 101.4％ 97.3％ 97.7％ 93.8％ 101.0％ 98.3％ 

住民一人当たり資
産（千円） 

2,095 1,692 1,729 1,818 1,530 1,392 1,254 1,868 1,053 

住民一人当たり負
債（千円） 

551 331 287 282 425 413 394 554 292 

住民一人当たり純
経常行政コスト（千
円） 

262 252 251 240 266 270 272 281 257 
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更新推計を精緻化（インフラ資産） 

開発区域 面積 人口 世帯数 道路延長 

精華町全域 25.68㎢ 約37,500人 約14,500世帯 約250㎞ 

昭和６３年 桜が丘地区 82.9ｈａ 約5,500人 約2,000世帯 約18㎞（7.2％） 

平成 ４年 光台地区 202.5ｈａ 約8,000人 約3,000世帯 約30㎞（12.0％） 

平成１２年 精華台地区 157.8ｈａ 約7,000人 約2,200世帯 約21㎞（8.4％） 
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統一的な基準による地方公会計マニュアル 
 
35段落 ただし、例外として、開始時においては、道路、河川及び水路について、１区間単位の価格算定が

困難な場合に限り、会計年度単位に供用開始等した合計数量（延長キロ等）をもって、記載する「１単位」とす
ることも妨げないとします。しかしながら、例えば道路については、管理は会計年度単位よりは路線単位等で
行われることが想定されますので、開始後については、新規整備や更新など一定のタイミングで路線単位等
の管理とすることとし、精緻化を図ることが望まれます。 
 

開発行為による公共施設（特にインフラ資産）が市町村に帰属（無償
取得）し、その後の維持・更新計画を見積もるには捨象できないウェ
イトを占めている。 



更新推計の精緻化（インフラ資産） 

路線

番号 
路 線 名 

無償移管 

フラグ 

延長 

（ｍ） 

供用開始 

年月日 

取得 

年度 

減価償却 

開始年度 
取得原価 

経過

年数 

減価償却 

累計額 

0001 ○○線   4244.2  1984/3/31 1983 1984 441,054,234  32 282,274,710 

0002 ◇◇線   828.3  1984/3/31 1983 1984 84,137,806  32 49,546,114 

0006 ××線   1607.2  1984/3/31 1983 1984 143,633,529  32 66,122,844 

0008 ▽▽線   961.5  1984/3/31 1983 1984 95,171,178  32 54,211,938 
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統一的な基準による地方公会計マニュアル 
 
6段落 さらに、固定資産台帳は、総務省が策定を要請している「公共施設等総合管理計画」に関連して、公

共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る中長期的な経費の見込みを算出することや、公共施設等の総合
的かつ計画的な管理に関する基本的な方針等を充実・精緻化することに活用することも考えられます。 
 
66段落 有形固定資産（事業用資産、インフラ資産及び物品）のうち、適正な対価を支払わずに取得したもの

については、原則として再調達原価とします。ただし、無償で移管を受けた道路、河川、及び水路の敷地につ
いては、原則として備忘価格１円とします。  

（道路台帳を元に整備した固定資産台帳データ（一部抜粋）） 



更新推計の精緻化（建物附属設備） 

施設 整備 
年度 

取得価額 
上段：一体評価 
下段：設備分解 

耐用 
年数 

資産老朽化 
比率 残存価額／減価償却累計額 

役場庁舎 
・図書館 

H12 約68.7億円 50年 30％ 残存価額48.1億円／ 
減価償却累計額20.6億円 

建物71％（48.8億円） 
 
設備29％（19.9億円） 

資産の 
単位別 

建物32％ 
 
設備90％ 
 

残存価額33.2億円／ 
減価償却累計15.6億円 
残存価額2.0億円／ 
減価償却累計17.9億円 

体育館・コ
ミュニティ
複合施設 

H12 
 

約23.4億円 
 47年 32％ 残存価額15.9億円／ 

減価償却累計額7.5億円 

建物64％（15.0億円） 
 
設備36％（8.4億円） 

資産の
単位別 

建物36％ 
 
設備91％ 

残存価額9.6億円／ 
減価償却累計5.4億円 
残存価額0.8億円／ 
減価償却累計7.6億円 
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統一的な基準による地方公会計マニュアル 
 
36段落 また、開始時簿価の算定のための減価償却計算は、建物本体と附属設備の耐用年数が異なるよう

な物件であっても、一体と見なして建物本体の耐用年数を適用して減価償却計算を行うことができることとし
ます。ただし、開始後に取得するものについては、原則に従い建物本体と附属設備を分けて固定資産台帳に
記載することとします。なお、開始時に建物本体と附属設備を一体として固定資産台帳に記載したものであっ
ても、更新など一定のタイミングで分けて記載し、精緻化を図ることが望まれます。 
 



更新推計の精緻化（目標耐用年数） 

16 

統一的な基準による地方公会計マニュアル 
 
41段落 また、既存の償却資産に対して行った資本的支出については、その支出金額を固有の取得価額と

して、既存の償却資産と種類及び耐用年数を同じくする別個の資産を新規に取得したものとして、その種類
と耐用年数に応じて減価償却を行っていくこととします。 
 
49段落 また、建物等の改築や更新等を実施した場合であって、資本的支出に該当する場合は、41段落の 
とおり、その支出金額を固有の取得価額として、既存の償却資産と種類及び耐用年数を同じくする別個の資
産を新規に取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて減価償却を行うこととしていますが、このような
資産の長寿命化対策と耐用年数との関係については、今後の検討課題とします。 

20年 
経過年数 

20年 

80年 

取得 

20年 20年 

・予防保全 
・予防保全 
・改良保全 ・予防保全 

・建替・改築 
 の検討 

法定耐用年数と目標耐用年数の設定によるマネジメントは、今後の
実務的課題として取り組む予定。 



そもそも何をしたかったか 
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正確な台帳維持のために（日々仕訳の選択） 
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財産に関する調書 歳入歳出決算書 

別個に作成するため
財産調書への計上漏
れが発生しかねない 

複式仕訳で検証可能 
（日々仕訳） 

土地・建物 

物品 

動産 

財産権 

建物（本体）と物品の
中間的な附属設備を
捕捉するものがない 

固定資産台帳で補足 

各職員が仕訳し台帳を管理することで与えられる情報でなく活用する情報 
予算要求・予算反映へと実務的に繋げる 

公会計標準ソフトを使用 
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固定資産棚卸対象の抽出 
（財政課） 

固定資産の棚卸、老朽化の判定、予算要求 
（各担当課） 

固定資産台帳の更新、 
予算への反映 
（財政課） 

固定資産に関する 
PDCAサイクル 

予算編成への活用   

耐用年数が到来した資産を固定資産台帳からし抽出し、資産所管課において資産の取替・修繕・廃棄の要否に
ついて検討できるようにチェックリストを作成し、取替・修繕が必要な場合には予算要求に反映する仕組みづくり 

■予算要求と予算反映へのローリング 

平成２８年度予算編成方針の重点事項に明記 
○公共施設の整備（建設）と更新問題への対応 
○新公会計制度への対応 
 維持補修費の当初予算比較 

H27 37百万円 H28 76百万円 ＋97.7% 

予算要求と予算反映の確実な仕組づくり   予算要求特別枠の創設検討 
実効性ある予算反映の確実な財源づくり   公共施設保全基金創設検討 

■予算要求時における資産に関する管理方法 
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予算化の財源担保 

基金創設の基本的な考え方 

 地方自治法§２４１①に基づき、公共施設等の整備及び保全に要する資金を積み立てるために、公共施設等整備保全基金
を設置する予定。修繕引当金の性格を兼ねたものとする。将来にわたる継続した更新費用に備えるためには、現状規模の投
資的経費だけでは不足することが予想されることから、中長期的な視点で、公共施設等の将来更新費用に係る財源の確保を
図るため、公共施設等保全基金（仮称）の造成を検討し、年度間の財源不均衡を調整することにより、財政負担の平準化へ
つなげるものである。 

公共施設、インフラ施設に係る投資的経費及び維持管理費の一般財源ベースの年平均実績額は約3億8千万円と算出され、

今後も同程度の投資的経費、維持管理費用は継続するものと考えられる。しかし、毎年度の投資的経費の金額は、実際には

年度ごとにばらつきがある。そこで、これまでの年平均約3億8千万円をひとつの目安として毎年度確保していくことを想定し、

投資的経費がこの平均値以下となる年度には、その差額を将来の更新費用のために基金へ積み立てていくこととする。この

基金積み立ては、年度ごとに多寡が生じるが、将来の更新費用財源として確保したい一般財源ベースの約7千5百万円を目標

とする。 
また、毎年更新費用の備えを必要としながらも、更新投資を行う年度もあるため、更新投資については積み立てた基金を活用

し、年度間の不均衡を調整しながら、中長期的に更新費用財源の約7千5百万円を確保していく方針とする。 

投資的経費＋維持補修費

（億円） 更新費用

ｎ年度 ｎ+1年度 ｎ+2年度 ｎ+3年度 ｎ+4年度 ｎ+5年度 ｎ+6年度 ｎ+7年度 ｎ+8年度 ｎ+9年度 ｎ+10年度

不足分を基金から活用余剰分を基金へ積立

投

資

的

経

費

＋

維

持

補

修

費

＋

更

新

費

用

投資的経費
の平均値

【出所】精華町公共施設等総合管理計画  
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平成２８年度予算のあらまし 
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平成２６年度決算のあらまし 
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